
※掲載期間は原則として指名停止期間満了日が属する月の末日までとなります（ただし、一覧表が更新された場合はこの限りではありません）。

指名停止の期間 商号又は名称 代表者 所在地 措置要件 備　考

令和５年１１月２８日から
令和６年　５月２７日まで

株式会社久米設計大阪支社 執行役員支社長　小牧実豊 大阪市中央区本町四丁目３番９号
要綱第３条第１項
別表１２（２）イ

入札談合等関与行為防止法等違反

令和６年１月４日から
令和６年７月３日まで

有限会社光明池 代表取締役　藤原義敬 大阪府和泉市室堂町１２０８番地の３
要綱第３条第１項
別表２（１）

契約の不履行

令和６年３月１９日から
令和６年９月１８日まで

中部電力ミライズ株式会社
代表取締役社長執行役員
大谷真哉

愛知県名古屋市東区東新町１番地
要綱第３条第１項
別表１３（２）イ

独占禁止法に基づく排除措置命令
及び課徴金納付命令（課徴金減免
制度の適用）

和泉市入札参加有資格業者指名停止措置一覧表


